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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穴の底面と該底面と反対側の表面とを連通する連通穴を設け、前記底面に、前記連通穴
を中心にして周方向に向かって鋸刃状に交互に連続する斜面と立面とを所要数形成した案
内部と、
　前記連通穴に回り止め可能に且つ抜け止め可能に挿通すると共に、前記底面から出没す
る軸先端面に、前記斜面の麓部から前記立面側へ入り込むような斜面を備えた凹部を周方
向に所要数形成した操作軸と、
　前記穴の底面側へ弾性部材で弾発付勢されて前記操作軸の先端面と係合する芯杆に、前
記案内部の前記斜面の頂部から該斜面に沿って回転しながら後退し前記立面で係止し、前
記操作軸の押動により前記操作軸の斜面と前記立面とに支持されて前記立面に沿って前進
し、前記操作軸の斜面と前記案内部の前記斜面とが隣接することで前記頂部に回転移動す
るリブを延設すると共に、前進方向に向かって延出した押部を所要数突設した回転及び進
退可能な移動子とを備えてなり、
　前記操作軸の押動の度に、シーソー状に交互に突出するスイッチの被押圧部の突出側を
前記押部で押動可能に、前記案内部と前記操作軸と前記移動子とが構成されてなることを
特徴とするスイッチ切り替え装置。
【請求項２】
　前記案内部の前記斜面の麓部の高さレベルが、一定の高いレベルと一定の低いレベルと
の交互にして前記移動子の後退位置を可変可能に構成し、前記操作軸の押動の度に、前記
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案内部の前記表面から突出する前記操作軸の突出長を二段に変化可能に構成したことを特
徴とする請求項１に記載のスイッチ切り替え装置。
【請求項３】
　前記弾性部材の固定端を係止すると共に外底面から前記押部が出没する後ケースを設け
、前記案内部を前記後ケースと係合する前ケースとして、前記スイッチとは別に機器の取
付部に対して着脱可能なブロック状に構成したことを特徴とする請求項１または２に記載
のスイッチ切り替え装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スイッチのオン・オフを切り替えるスイッチ切り替え装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器のメイン電源スイッチ、建築構造物の照明スイッチ等は、安全性、信頼性、耐
圧性（高電圧に対応）等を考慮して、シーソー状に交互に突出する被押圧部を備えたスイ
ッチが多く採用されている。
【０００３】
　このスイッチをそのまま使用し、通信機能とスイッチの被押圧部を押下げる構造を備え
たスイッチ切り替え制御装置をスイッチに取り付け、そのスイッチ切り替え制御装置が端
末装置等から送信されたスイッチ切り替え指示を受信することで、既存の照明器具等を遠
隔操作可能に構成したスイッチ遠隔御装置が知られている（例えば特許文献１参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように既存のスイッチをそのまま使用し、スイッチのオン・オフの切り替えを遠隔
操作可能に構成することは一つの態様として好適なものと思料するが、その一方で、スイ
ッチをそのまま使用し、デザイン性や使い勝手を更に向上しつつ、人手による直接的なス
イッチ操作が可能なスイッチ切り替え装置も望まれていた。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、上記問題点を解決するスイッ
チ切り替え装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明にかかるスイッチ切り替え装置は、下記の技術的手
段を講じた。
【０００７】
　請求項１にかかる発明は、穴の底面と該底面と反対側の表面とを連通する連通穴を設け
、前記底面に、前記連通穴を中心にして周方向に向かって鋸刃状に交互に連続する斜面と
立面とを所要数形成した案内部と、前記連通穴に回り止め可能に且つ抜け止め可能に挿通
すると共に、前記底面から出没する軸先端面に、前記斜面の麓部から前記立面側へ入り込
むような斜面を備えた凹部を周方向に所要数形成した操作軸と、前記穴の底面側へ弾性部
材で弾発付勢されて前記操作軸の先端面と係合する芯杆に、前記案内部の前記斜面の頂部
から該斜面に沿って回転しながら後退し前記立面で係止し、前記操作軸の押動により前記
操作軸の斜面と前記立面とに支持されて前記立面に沿って前進し、前記操作軸の斜面と前
記案内部の前記斜面とが隣接することで前記頂部に回転移動するリブを延設すると共に、
前進方向に向かって延出した押部を所要数突設した回転及び進退可能な移動子とを備えて
なり、前記操作軸の押動の度に、シーソー状に交互に突出するスイッチの被押圧部の突出
側を前記押部で押動可能に、前記案内部と前記操作軸と前記移動子とが構成されてなるス
イッチ切り替え装置を特徴とする。
【０００８】
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　請求項２にかかる発明は、請求項１において、前記案内部の前記斜面の麓部の高さレベ
ルが、一定の高いレベルと一定の低いレベルとの交互にして前記移動子の後退位置を可変
可能に構成し、前記操作軸の押動の度に、前記案内部の前記表面から突出する前記操作軸
の突出長を二段に変化可能に構成したことを特徴とする。
【０００９】
　請求項３にかかる発明は、請求項１または２において、前記弾性部材の固定端を係止す
ると共に外底面から前記押部が出没する後ケースを設け、前記案内部を前記後ケースと係
合する前ケースとして、前記スイッチとは別に機器の取付部に対して着脱可能なブロック
状に構成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、操作軸の押動の度に、シーソー状に交互に突出するスイッチの被押圧
部の突出側を押部で押動可能にしたから、デザイン性や使い勝手を更に向上しつつ、人手
による直接的なスイッチ操作（押動操作）が可能なスイッチ切り替え装置が提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態１にかかるスイッチ切り替え装置の縦断面図である。
【図２】同分解図である。
【図３】同分解斜視図である。
【図４】移動子の進退を示した動作状態図である。
【図５】一連の動作を示した動作状態図である。
【図６】実施の形態２にかかる移動子の斜視図である。
【図７】同操作軸の斜視図である。
【図８】同前ケースの斜視図である。
【図９】実施の形態３にかかる移動子の斜視図である。
【図１０】同操作軸の斜視図である。
【図１１】同前ケースの斜視図である。
【図１２】連結杆を介して移動子と操作軸とを接続させた状態の縦断面図である。
【図１３】第１リブの進退を模式的に示した動作状態図である。
【図１４】一連の動作を示した動作状態図である。
【図１５】押部と被押圧部との関係を示した平面図である。
【図１６】スイッチとスイッチ切り替え装置とを機枠に取り付けた状態の縦断面図である
。
【図１７】押釦の出没状態を示した斜視図である。
【図１８】実施の形態４にかかる移動子の斜視図である。
【図１９】押部と被押圧部との関係を示した平面図である。
【図２０】一部切欠したスイッチの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明にかかるスイッチ切り替え装置の実施の形態を説明する。
【００１３】
　先ず、本実施の形態にかかるスイッチ切り替え装置を説明する前に、図２０を参照しな
がら、スイッチＳの概略を説明する。
【００１４】
　スイッチＳは、ケースｓ１の外底面と内側面とを連通するようにケースｓ１の外底面か
ら垂設されたＣＯＭ端子ｓ２及びＮＯ端子ｓ３と、ケースｓ１の内側面側のＣＯＭ端子ｓ
２の端部にＮＯ端子ｓ３の方向に揺動可能に軸支された可動片ｓ４と、その可動片ｓ４に
一端が係止されたスプリングｓ５と、そのスプリングｓ５の他端が係止されＣＯＭ端子ｓ
２とＮＯ端子ｓ３との方向に揺動可能に設けられた波形状の被押圧部ｓ６とを備える。
【００１５】
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　このように構成されたスイッチＳは、被押圧部ｓ６の突出側を所定量押動することで、
可動片ｓ４がＮＯ端子ｓ３に傾斜し圧接することで導通し、または、可動片ｓ４がＮＯ端
子ｓ３から離間して非導通になるようになっている。この種のスイッチＳは、周知の通り
、突出した被押圧部ｓ６を完全に押し切らなくても、押動の途中、スプリングｓ５の付勢
によって被押圧部ｓ６が切り替わるようになっている。本実施の形態では、この被押圧部
ｓ６の切り替わり位置を「切替えポイント」と呼称する。なお、このスイッチＳは一例で
あり、端子の数や、揺動機構の異なる様々なタイプがある。
【００１６】
　以下、スイッチ切り替え装置の各実施の形態を説明する。
【００１７】
（実施の形態１）
　実施の形態１にかかるスイッチ切り替え装置は、図１～図３に示すように、前ケース１
（案内部）と、後ケース２と、操作軸３と、移動子４と、圧縮スプリング５とを備える。
【００１８】
　前ケース１（案内部）は、円形穴１ｃの底面とその底面と反対側の表面とを連通する連
通穴１ｄが設けられた筒部１ａと、その筒部１ａの中途部から天板１ｅが張り出し形成さ
れると共にその天板１ｅの縁から軸方向へ仕切り壁１ｆが延出した略コ字状の枠部１ｂと
を備える。上述した天板１ｅには、後述する後ケース２の係止部２ｂを挿嵌させる矩形穴
状の被係止部１ｇが形成されている。
【００１９】
　上述した連通穴１ｄは、円形穴１ｃの底面から所要深さ円形状に座繰られた座繰り穴部
１ｈと、その座繰り穴部１ｈの底面から上述した反対側の表面へ連通され、内周面に二面
幅が形成されると共に、その二面幅以外の内周面部分が、座繰り穴部１ｈの径と同径の円
弧で形成された略俵状の異形穴部１ｊとで構成される。
【００２０】
　また、円形穴１ｃの底面は、連通穴１ｄを中心にして、周方向に１８０度の間隔をおい
て形成された所要角度の斜面１ｋ及び立面１ｍとで鋸刃状に形成されると共に、斜面１ｋ
の麓部１ｐを入り口として穴内周面と連続した所要深さの縦溝１ｎが、立面１ｍと連続す
るように設けられている。斜面１ｋ及び立面１ｍは、仕切り壁１ｆの中央に向かって縦溝
１ｎが向くような位置関係で形成されている。本実施の形態では、この鋸刃状の部位を、
前ケース１と一体形成させたものを例示したが、前ケース１に挿入して固着可能な別部材
構成にしても良い。
【００２１】
　後ケース２は、枠部１ｂの底壁の外形と略同じ外形の矩形状の箱体で、その底面にスイ
ッチＳに被押圧部ｓ６を押動する押部４ｅ（後述する）を出没させる円形状の出没穴２ａ
が設けられている。また、対向する一対の上縁部外側に返しが形成されると共に、その返
しの両側に、所要深さのスリット溝が形成されて、弾性変形しながら被係止部１ｇに挿嵌
可能な係止部２ｂが設けられている。このように構成された後ケース２は、係止部２ｂが
被係止部１ｇに挿嵌されて前ケース１と一体化するように組み付けられている。
【００２２】
　操作軸３は、座繰り穴部１ｈの深さと略同じ長さで座繰り穴部１ｈに埋入可能な丸軸部
３ａと、その丸軸部３ａと連続するように、且つ、前ケース１から突出するように所要長
さに亘って形成され、前ケース１に形成された略俵状の異形穴部１ｊと対応するように丸
軸部３ａの径と同径の丸軸に二面幅を形成させたＨカット部３ｂとを備えて構成され、連
通穴１ｄに形成された二面幅の頂面に、丸軸部３ａのＨカット部３ｂ側の底面が係止可能
に、連通穴１ｄに挿通されている。
【００２３】
　このようにして、操作軸３は、操作軸３と連通穴１ｄとの互いの二面幅の係合により、
連通穴１ｄに対して回り止め可能に、且つ、連通穴１ｄに形成された二面幅の頂面に、丸
軸部３ａのＨカット部３ｂ側の底面が係止して、外方へ抜け止め可能に連通穴１ｄに挿通
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されている。
【００２４】
　また、この操作軸３は、丸軸部３ａの先端面の中心部に凹窩３ｃが形成されると共に、
前ケース１の斜面１ｋの麓部１ｐから隣接する立面１ｍ側へ入り込むような所要角度の斜
面３ｄを備えた略Ｖ字状の凹部３ｅが、丸軸部３ａの先端面の、Ｈカット部３ｂを形成す
る二面幅に対し径方向直交する方向に、凹窩３ｃを挟んで対向して形成されている。換言
すれば、この凹部３ｅは、前ケース１の斜面１ｋの麓部１ｐから隣接する立面１ｍ側へ入
り込むような斜面３ｄが、前ケース１の縦溝１ｎに対応する部分に形成されており、実施
の形態１では、凹窩３ｃを中心にして周方向に１８０度の間隔をおいて、一対、形成され
ている。また、斜面３ｄの傾斜角度は、斜面１ｋの頂部１ｒの傾斜角度と略同じになって
いる。
【００２５】
　移動子４は、操作軸３の丸軸部３ａの先端面に形成された凹窩３ｃに摺動可能な先丸状
の端部を設けた芯杆４ａと、その芯杆４ａの上部から張り出し形成され前ケース１の円形
穴１ｃに摺動可能な円板部４ｂと、円板部４ｂの外周面と連続するように、且つ、先丸状
の端部から外れるように、円板部４ｂと芯杆４ａとから延設されると共に、芯杆４ａを挟
んで対向するように設けられた一対の第１リブ４ｃ（本発明にかかるリブ）と、その一対
の第１リブ４ｃと径方向に直交するように芯杆４ａを挟んで設けられ、円板部４ｂの外周
面と連続するように円板部４ｂと芯杆４ａとから延設されると共に、一対の第１リブ４ｃ
より軸方向の丈を所要長さ短くした一対の第２リブ４ｄと、円板部４ｂを挟んで第１リブ
４ｃと沿うように、芯杆４ａと反対側となる円板部４ｂの表面から板状に突設され、所要
長さの平坦状の頂部（被押圧部ｓ６に当接して押動する実行部である）を形成した垂直三
角形状の押部４ｅとを備える。
【００２６】
　また、上述した第１リブ４ｃは、図４（Ａ）に示すように、縦溝１ｎより幅狭に形成さ
れ、その下面が斜面３ｄと同じ角度で傾斜状に形成されている。さらに、押部４ｅの幅方
向の中心線上に縦溝１ｎが位置するような関係となるように、第１リブ４ｃを押部４ｅに
対して周方向に僅かに偏心させて配設されている。
【００２７】
　このように構成された移動子４は、先丸状の端部が操作軸３の凹窩３ｃに当接可能に、
且つ、第１リブ４ｃが、操作軸３の凹部３ｅと前ケース１の鋸刃状に形成された底面、縦
溝１ｎに係合可能に、前ケース１の円形穴１ｃに摺動可能に挿入されている。
【００２８】
　圧縮スプリング５は、一端側が、後ケース２の底面の矩形状の内周面に沿うように矩形
状に形成され、他端側が、押部４ｅを遊挿するように、且つ、円板部４ｂの表面側縁部に
沿うように形成されたクローズドエンドの圧縮コイルバネであり、一端側が後ケース２の
底面に着座され、他端側が円板部４ｂの表面側縁部に着座されて、移動子４を前ケース１
の方向へ弾発付勢させている。
【００２９】
　以上のように構成された実施の形態１にかかるスイッチ切り替え装置は、機枠等に固定
されたスイッチＳの被押圧部ｓ６に対して所要の間隔をおいて、後ケース２の出没穴２ａ
を介して被押圧部ｓ６の中心と移動子４の回転中心とが一致するように、且つ、被押圧部
ｓ６の長手方向に前ケース１の仕切り壁１ｆが位置するように（被押圧部ｓ６の長手方向
に縦溝１ｎが位置するように）配設する。なお、前ケース１から突出した操作軸３のＨカ
ット部３ｂに例えば所望形状の押し釦を取り付けても良い。
【００３０】
　そして、この実施の形態１にかかるスイッチ切り替え装置は、以下の一連の動作により
、スイッチＳを切り替える。なお、実施の形態１では、被押圧部ｓ６がオフ側に切り替わ
っている状態から説明する。
【００３１】



(6) JP 5277461 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

　先ず、操作軸３を押動していないときは、図４（Ａ）に示すように、丸軸部３ａが座繰
り穴部１ｈに入り込んで後退不可の状態の操作軸３の斜面３ｄと、前ケース１の底面を鋸
刃状に形成する立面１ｍ、及び、立面１ｍと連続した縦溝１ｎとが、第１リブ４ｃを支持
し、前ケース１の底面を鋸刃状に形成する斜面１ｋが、第２リブ４ｄを支持して、移動子
４の押部４ｅが後退した待機状態を維持している。
【００３２】
　この状態（図５（Ａ））から操作軸３を押動することで、移動子４は、第１リブ４ｃが
立面１ｍに沿って押し上がり、押部４ｅが出没穴２ａから突出（前進）して、スイッチＳ
の突出側の被押圧部ｓ６を押動する。第１リブ４ｃが立面１ｍの案内から脱する直前にな
ると、被押圧部ｓ６は「切替えポイント」に達してオン側に切り替わる（図５（Ｂ））。
【００３３】
　この切り替わりは、被押圧部ｓ６を直に指で押動したように押し込み力の反力が一気に
軽くなるためユーザは感触で認識できる。また、上述したように、第１リブ４ｃが立面１
ｍから脱する直前に被押圧部ｓ６がオン側に切り替わるが、「切替えポイント」に達した
時点で、ユーザが故意に押動を中止しない限り、被押圧部ｓ６の切り替わりを指の感触で
認識してから僅かな時間だけ操作軸３を押動する。この押動により第１リブ４ｃが立面１
ｍから脱する。
【００３４】
　第１リブ４ｃが立面１ｍの案内から脱すると、操作軸３の斜面３ｄが前ケース１の斜面
１ｋの麓部１ｐから隣接する立面１ｍ側へ入り込むような斜面３ｄになっていることから
、圧縮スプリング５で前ケース１の方向へ弾発付勢された移動子４は、操作軸３の斜面３
ｄの最深部に向かって第１リブ４ｃが滑り落ちるように移動（後退）することで回転し、
その斜面３ｄを有して形成された略Ｖ字状の凹部３ｅにより停止する（図４（Ｂ））。こ
れにより、第１リブ４ｃは、前ケース１の斜面１ｋの頂部１ｒへ乗り移り可能な状態とな
る。この状態になる時の操作軸３の押し込み量を「規制解除ポイント」と呼称する。
【００３５】
　上述した切替えポイントよりわずかに操作軸３を押し込んだところに、この規制解除ポ
イントがある。切替えポイントに達すると被押圧部ｓ６が自動で切替わるため、ユーザが
押し込みに使っていた押し込み力の反力が一気に軽くなるため勢いがつき、一気に規制解
除ポイントに達する。
【００３６】
　なお、操作軸３とは別の移動子４がケース内で回転するため、ユーザは、操作上の違和
感がない。
【００３７】
　ユーザは、被押圧部ｓ６の切り替わりを指の感触で認識してから、操作軸３から指を離
し押動を解除する。
【００３８】
　移動子４は、第１リブ４ｃが操作軸３を押し戻しながら前ケース１の斜面１ｋの頂部１
ｒへ乗り移り、前ケースの斜面１ｋを第１リブ４ｃが滑り落ちるように１８０度回転しな
がら後退する。これにより、押部４ｅが、被押圧部ｓ６の突出側と対向するように１８０
度回転し、上述したような操作軸３の押動前の状態に戻る（図５（Ｃ））。
【００３９】
　そして、上述したように操作軸３を押動することで、押部４ｅが、被押圧部ｓ６をオフ
側に切り替える（図５（Ｄ））。
【００４０】
　このように、実施の形態１にかかるスイッチ切り替え装置は、操作軸３の押動の度に、
シーソー状に交互に突出するスイッチＳの被押圧部ｓ６の突出側を押部４ｅで押動可能に
したから、デザイン性や使い勝手を更に向上しつつ、人手による直接的なスイッチ操作（
押動操作）が可能なスイッチ切り替え装置になっている。
【００４１】
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　なお、ユーザが、仮に、切替えポイント以上、規制解除ポイント以前で操作軸３の押動
を止めた場合、移動子４と操作軸３は押動直前の状態に戻ってしまうが、再度、操作軸３
を押し込むことで、破損することなく、押部４ｅで被押圧部ｓ６を押動可能な状態に復帰
できるため、ユーザの危険や機器の破損などの可能性を払拭できる。
【００４２】
（実施の形態２）
　実施の形態１では、操作軸３の押動解除で、１つの押部４ｅが１８０度回転するものを
例示したが、実施の形態２では、操作軸７の押動解除で、３つの押部６ｃが共に６０度ず
つ回転することで、操作軸７の押動の度に、シーソー状に交互に突出するスイッチＳの被
押圧部ｓ６の突出側を押部６ｃで押動可能に構成したものを例示している。なお、実施の
形態１と実質的に同じ構成部の説明は省略する。
【００４３】
　すなわち、実施の形態２にかかるスイッチ切り替え装置は、実施の形態１に対し、一部
形状を異ならせた、移動子６と、操作軸７と、前ケース８とを備えて構成される。
【００４４】
　移動子６は、図６に示すように、円板部６ｂを挟んで両側に芯杆６ａが突設され、周方
向に１２０度の間隔をおいて、その芯杆６ａと円板部６ｂから凸状の押部６ｃが円板部６
ｂの一方側に延設されると共に、円板部６ｂの他方側の、押部６ｃの配設位置に対応した
位置に、第１リブ６ｄが周方向に１２０度の間隔をおいて設けられている。
【００４５】
　操作軸７は、図７に示すように、丸軸部７ａの先端面の、Ｈカット部７ｂを形成する二
面幅に対し径方向直交する方向に、凹窩７ｃを挟んで一対の凹部７ｄが形成される位置関
係でもって、斜面７ｅを備えた凹部７ｄが、周方向に６０度の間隔をおいて設けられてい
る。斜面７ｅ及び凹部７ｄ自体は実施の形態１で例示したものと同じである。
【００４６】
　前ケース８は、図８に示すように、その円形穴８ａの底面に、連通穴８ｂを中心にして
、周方向に６０度の間隔をおいて形成された所要角度（実施の形態１と同じ角度）の斜面
８ｃ及び立面８ｄとで鋸刃状に形成されると共に、斜面８ｃの麓部８ｅを入り口として穴
内周面と連続した所要深さの縦溝８ｆが、立面８ｄと連続するように設けられている。斜
面８ｃ及び立面８ｄは、６つの縦溝８ｆのうち、一対の縦溝８ｆが仕切り壁８ｇの中央に
向かって向くような位置関係で形成されている。
【００４７】
　このように構成された実施の形態２にかかるスイッチ切り替え装置は、図１５に示すよ
うに、操作軸７の押動解除の度に、３つの押部６ｃが６０度ずつ回転し、その３つの押部
６ｃのうち、１つの押部６ｃがスイッチＳの被押圧部ｓ６の突出側に位置し、残りの２つ
の押部６ｃに対応した第１リブ６ｄは、没した側の被押圧部ｓ６を挟んで±６０度の位置
の縦溝８ｆに位置する。このように実施の形態２にかかるスイッチ切り替え装置は、操作
軸７の押動の度に、シーソー状に交互に突出するスイッチＳの被押圧部ｓ６の突出側を押
部６ｃで押動可能になっている。
【００４８】
　実施の形態２にかかるスイッチ切り替え装置によれば、前ケース８に形成する斜面８ｃ
の角度が実施の形態１の角度と同じにし、１つの斜面８ｃの周方向の長さが実施の形態１
に対し１／３の長さ、操作軸７の押し込み量が１／３となるから、当該装置の押し込み方
向長さを小型化することができ、操作性の向上、スイッチＳの配置の自由度を向上させる
ことができる。なお、６つの押部が共に３０度ずつ回転するような構成にしても良い。
【００４９】
（実施の形態３）
　実施の形態１及び２では、操作軸３、７の非押動時における操作軸３、７の突出長は常
に同じものを例示したが、実施の形態３にかかるスイッチ切り替え装置は、操作軸の押動
の度に、長短交互に、二段に変化可能に構成したものを例示している。なお、実施の形態
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１及び２と実質的に同じ構成部の説明は省略する。
【００５０】
　すなわち、実施の形態３にかかるスイッチ切り替え装置は、移動子９と、操作軸１０と
、連結杆１１と、前ケース１２とを備えて構成される。
【００５１】
　移動子９は、図９及び図１２に示すように、円板部９ｂを挟んで両側に芯杆９ａが突設
され、周方向に１２０度の間隔をおいて、その芯杆９ａと円板部９ｂから凸状の押部９ｃ
が円板部９ｂの一方側に延設されると共に、円板部９ｂの他方側の、押部９ｃと対応した
位置に、第１リブ９ｄが周方向に１２０度の間隔をおいて設けられている。また、芯杆９
ａの、第１リブ９ｄ側の端部が先丸状に形成され、押部９ｃ側の端部が平坦状に形成され
ると共に、その両端を連通する連通孔９ｅが設けられている。
【００５２】
　操作軸１０は、図１０及び図１２に示すように、丸軸部１０ａの先端面の、Ｈカット部
１０ｂを形成する二面幅に対し径方向直交する方向に、凹窩１０ｃを挟んで一対の凹部１
０ｄが形成される位置関係でもって、斜面１０ｅを備えた凹部１０ｄが、周方向に６０度
の間隔をおいて設けられている。斜面１０ｅ及び凹部１０ｄ自体は実施の形態１で例示し
たものと同じである。また、この操作軸１０は、図１０及び図１２に示すように、凹窩１
０ｃの底部を開口した筒状に形成されると共に、筒内中途部に内方に延出した係止壁１０
ｆが形成されている。
【００５３】
　連結杆１１は、軸方向に弾性変形可能な軸状部材であり、図１２に示すように、一端側
にスナップフィット１１ａが設けられ、他端側に鍔部１１ｂが設けられている。このよう
に構成された連結杆１１は、移動子９の先丸状の端部を操作軸１０の凹窩１０ｃに当接さ
せた状態で、スナップフィット１１ａ側を先頭にして連通孔９ｅの押部９ｃ側から挿入さ
れ、スナップフィット１１ａが係止壁１０ｆに係止されると同時に、鍔部１１ｂが連通孔
９ｅの押部９ｃ側の縁部に当接されて、操作軸１０に対して移動子９を回動可能に接続さ
せて、操作軸１０の、軸方向への移動を制限させている。
【００５４】
　前ケース１２は、図１１に示すように、その円形穴１２ａの底面に、連通穴１２ｂを中
心にして、周方向に６０度の間隔をおいて形成された所要角度の斜面１２ｃ及び立面１２
ｄとで鋸刃状に形成されると共に、斜面１２ｃの麓部１２ｅを入り口として穴内周面と連
続した所要深さの縦溝１２ｆが、周方向に１２０度の間隔をおいて、立面１２ｄと連続す
るように設けられている。斜面１２ｃ及び立面１２ｄは、３つの縦溝１２ｆのうち、１つ
の縦溝１２ｆが仕切り壁１２ｇの中央に向かって向くような位置関係で形成されている。
つまり、斜面１２ｃの麓部１２ｅには、ひとつ飛びで縦溝１２ｆが形成されており、麓部
１２ｅの高さレベルが一定の高いレベルと一定の低いレベルの交互になっている。
【００５５】
　このように構成された実施の形態３にかかるスイッチ切り替え装置は、実施の形態２と
同様に、操作軸１０の押動解除の度に、３つの押部９ｃが６０度ずつ回転し、その３つの
押部９ｃのうち、１つの押部９ｃがスイッチＳの被押圧部ｓ６の突出側に位置し、残りの
２つの押部９ｃに対応した第１リブ９ｄは、没した側の被押圧部ｓ６を挟んで±６０度の
位置に位置する（図１５）。
【００５６】
　順を追って説明すると、先ず、図１３（Ａ）に示すように、３つの第１リブ９ｄが３つ
の縦溝１２ｆ内に入り込んで停止し、操作軸１０の突出長が長い状態を維持する。次いで
、図１３（Ｂ）に示すように、操作軸１０の押動により縦溝１２ｆに隣接する斜面１２ｃ
の頂部１２ｈに乗り移り可能な状態となる。次いで、図１３（Ｃ）に示すように、３つの
第１リブ９ｄが斜面１２ｃの麓部１２ｅまで回転しながら後退して停止し、操作軸１０の
突出長が短い状態を維持する。このように、連結杆１１を介して移動子９と連結した操作
軸１０の突出長が、操作軸１０の押動解除の度に二段に変化する。
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【００５７】
　そして、この実施の形態３にかかるスイッチ切り替え装置は、図１４（Ａ）、（Ｂ）に
示すように、突出長の長い状態の操作軸１０を押動することで、押部９ｃが、被押圧部ｓ
６を切り替える場合と、図１４（Ｃ）、（Ｄ）に示すように、突出長の短い状態の操作軸
１０を押動することで、押部９ｃが、被押圧部ｓ６を切り替える場合の二通りとなる。し
たがって、スイッチＳの向き、または、スイッチ切り替え装置の向きを所望した向きにセ
ットすることで、操作軸１０の突出長が長い状態のときをスイッチオンまたはスイッチオ
フとし、操作軸１０の突出長が短い状態のときをスイッチオフまたはスイッチオンとする
ことが可能になっている。
【００５８】
　この実施の形態３にかかるスイッチ切り替え装置によれば、操作軸１０の突出長の状態
でスイッチオフまたはスイッチオンが判別可能なことから、健常なユーザはもとより、視
覚障害があるユーザに対しても操作性を向上できる。しかも、操作軸１０の突出長が長い
状態のときをスイッチオンまたはスイッチオフとし、操作軸１０の突出長が短い状態のと
きをスイッチオフまたはスイッチオンとすることが可能になっていることから、ユーザの
好みに合わせることができ、よりユーザの選択自由度が向上する。
【００５９】
　実施の形態３にかかるスイッチ切り替え装置とスイッチＳの取り付け例を、図１６及び
図１７に示す。操作軸１０のＨカット部１０ｂに矩形状の押し釦１３を取り付け、前ケー
ス１２の仕切り壁１２ｇから取り付け部１２ｊを延設し、スイッチＳを取り付けた機枠ｍ
に、取り付け面１２ｊを介して螺着する。スイッチＳは、機枠ｍに対して上下（または左
右）逆向きに取付可能になっていることから、上述した効果を奏する。
【００６０】
（実施の形態４）
　実施の形態１～３は、機枠等に固定されたスイッチＳの被押圧部ｓ６に対して所要の間
隔をおいて、後ケースの出没穴を介して被押圧部ｓ６の中心と移動子の回転中心とが一致
するように、且つ、被押圧部ｓ６の長手方向に前ケースの仕切り壁が位置するように（被
押圧部ｓ６の長手方向に縦溝が位置するように）配設するものを例示したが、実施の形態
４にかかるスイッチ切り替え装置は、被押圧部ｓ６の平面視、その被押圧部ｓ６の揺動方
向と直交する方向の中心線上に、移動子の回転中心が位置するように配設したものを例示
している。
【００６１】
　すなわち、実施の形態４にかかるスイッチ切り替え装置は、実施の形態１に対し、一部
形状を異ならせた、移動子１４と、操作軸と、前ケースとを備えて構成される。なお、実
施の形態１と同様のため、移動子１４のみ図示し、操作軸と、前ケースの図示を省略する
。
【００６２】
　移動子１４は、図１８に示すように、円板部１４ａを挟んで両側に芯杆１４ｂが突設さ
れ、周方向に１８０度の間隔をおいて、その芯杆１４ｂと円板部１４ａから凸状の押部１
４ｃが円板部１４ａの一方側に延設されると共に、円板部１４ａの他方側の、押部１４ｃ
の配設位置に対応した位置に、第１リブ１４ｄが周方向に１８０度の間隔をおいて設けら
れている。
【００６３】
　操作軸は、丸軸部の先端面の、Ｈカット部を形成する二面幅に対し周方向に４５度傾い
た位置を起点として、斜面を備えた凹部が、周方向に９０度の間隔をおいて設けられてい
る。斜面及び凹部自体は実施の形態１で例示したものと同じである。
【００６４】
　前ケース１６は、その円形穴の底面に、連通穴を中心にして、且つ、仕切り壁の中央か
ら周方向に向かって４５度傾いた位置を起点として、周方向に９０度の間隔をおいて形成
された所要角度の斜面及び立面とで鋸刃状に形成されると共に、斜面の麓部を入り口とし
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て穴内周面と連続した所要深さの縦溝が、立面と連続するように設けられている。
【００６５】
　このように構成された実施の形態４にかかるスイッチ切り替え装置は、被押圧部ｓ６の
平面視、その被押圧部ｓ６の揺動方向と直交する方向の中心線上に、移動子１４の回転中
心が位置するように配設し、操作軸の押動解除の度に、図１９（Ａ）、（Ｂ）に示すよう
に、２つの押部１４ｃが９０度ずつ回転することで、シーソー状に交互に突出するスイッ
チＳの被押圧部ｓ６の突出側を押部１４ｃで押動可能になっている。
【００６６】
　この実施の形態４にかかるスイッチ切り替え装置によれば、スイッチＳの配置の自由度
を向上させることができる。
【００６７】
　以上、本実施の形態にかかるスイッチ切り替え装置を説明したが、上述した実施の形態
は、本発明の好適な実施の形態の一例を示すものであり、本発明はそれに限定されるもの
ではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において、種々変形実施が可能である。
【符号の説明】
【００６８】
１‥前ケース　１ｃ‥円形穴　１ｄ‥連通穴　１ｋ‥斜面　１ｍ‥立面　１ｎ‥縦溝　１
ｐ‥麓部　１ｒ‥頂部　２‥後ケース　２ａ‥出没穴　２ｂ‥係止部　３‥操作軸　３ｄ
‥斜面　３ｅ‥凹部　４‥移動子　４ａ‥芯杆　４ｃ‥第１リブ　４ｅ‥押部　５‥圧縮
スプリング
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６９】
【特許文献１】特開２００６－７３２２０号公報

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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